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審査請求の趣旨及び理由
審査請求の趣旨･．
審査請求人

決 卜

審奪請求人

.- ・　一

審 査 請 求代 理人

書

四

処 士分 庁　 ＞
う山形市福祉事務所長

’審査請求人及び審査躋求代理人が平成２３年９月２２日付けで攣維した生活保
護法による葬祭扶助申請の却下処分に係る審査請求について、次のとおり裁決する･。

主　　　　　　　　 文　　 二　 √ミ　　　　　 ＼　　　　, ‥‥｀

処 分 庁 が平 成 ２ ２年 ７月 ２ ７ 日付 け で 審 査 請 求 人 に 対 し て 行 っ た 生 活 保 護 法 に

よ る･葬 祭 扶 助 申請 却 下決 定 処分 を取 り消 す。　 万‥ ，‥
‥　 ‥

レ　　 理　　　　　　　　 由　　　　 卜　　　　　　　　　　　 １　　　，。●　　　　　　Ｉ．

（以下「請求人」という。）｡及び審査請求代理人_
（以下「代理人」≒というＯ）は、平成２２年７月2 に7日付けで山形市福祉事

務所長（以下「処分庁」厂という。）が行った生活保護法による葬祭扶助申請の
却下処分（以下「本件処分」というＯ）について不服を申立てているものであ

る。　卜　　‘　　　 フダ　　　　　　　＼　　　卜　　　づ　・

２　審査請求の理由 ・　　　　 ＼　　　　　　　 ／　　　　　　’こ い
㎜　　　　　　　　　　Ｉ　　　　　　　　・　　　　　　ｌ請求人及び代理人は本件審査請求の理由として、処分庁を実施機関として生

活保護を受給していた請求人の配偶者の父（以下「被葬祭者」という。T）９の死
亡に係る葬祭を請求人が喪主となって執り行ったが、その費用について、生活
保護法二（以下･「法」といり。）ﾀ第゙１８条第２項第１号の規定によ､る葬祭扶助を
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行 う=よ/う 主 張 し て い る も の と 解 さ れ る ．　 十　　 、
‥ ‥　

‥ ‥‥

第 ２　 認 定 事 実 及 び 判 断　　　　　　 ‥ ‥ ‥ ‥
、　　 卜　|･　　　　　　　　　　　　 ¶･

∧1　 認 定 事 実 ご　　　　 卜　　　･ ．･･．　・　 ・･･　　　　
・　
・　　　　　　　 ． ．･

( １) ＼被 葬 祭 者 は 、 処 分 庁 を 実 施 機 関 と し て 生 活 保 護 を 受 け て い た が 、 平 成 ＿

卜 ご 年 Ｊ Ｊ= 死 か こ よ り 二 月 ＿ 日 付 け で 生 活 傴 幽 廃 止 に な っ た ご と ．
… … ……… Ｆ

(2) 祭 煮 の 葬 贔 ａ
、 請 求 人 が

晏 如 ・ な り執 り 行 わ れ た/と と
ｏ　･

．・

．　　　･･･
１

( ３) 請 求 人 は 、 葬 帶 費 用 に つ い て 、 平$  2  2#  7 月12 匸FI付 け で 処 分 庁 に 対 し 生 ｌ

ダ　 活 保 譏 法l と よ る 葬 祭 狄 助 の 申i 清jを 行 づ た こ と ． ノ ゲ　　　　 ‥ ‥
‥　　

１

( ４) 処 分 庁 は 、 資 産 の 活 用 に よ り 最 低 生 活 が 維 持 可 能 な こ と を 理 由 に 申 請 を 却

｀　下 し た ご と ．コ ＼　 、･･　 … … … ……　　　 ：　　
．　　　

ト　　 レレ

■　　　-¶　　　　　　　
．■　・　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Ｉ　　　ゝ．･

( ５) 請 求 人 及 び 代 理 人 は 、 本 件 処 分 を 不 服 と し て 、 平 成 ２ ２ 年 ９ 月 ２ ２ 日 付 け
●|　　　　　　　　　　　｜　　　　　･･　　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　・　　・　　　　丶　　　　ｓ
で 本 件 審 査 請 求 を 提 起 し た こ と ． し　 ○　　　 ト　　　　 ノ　　　

づ

２　 判　 断　　　　 ヤ･･･
．･　　・ ．･．　　　　　　　　　　　　　　　 ・．　 ・ ．･･．　･･．･･

（ Ｌ ） 法 第 １ ８ 熹 第 １ 項 で は 、 葬 祭 扶 助 は 、 困 窮 の た め 最 低 限 度 の 生 活 を 維 持 す
■■　　　　　　　　　　　　ｆ　　　　　．　　　　　　　・る こ と の で き な い 者 に 対 し て 行 わ れ る と さ れ 、 同 条 第 お項 第 １ 夛 分 は 、被 保

護 者 が 死 亡 し 、 そ の 者 の 葬 祭 を 行 う 扶 養 義 務 者 が な い 場 合 に お い で 、 そ の 葬
－　　　　　　　　　　 、　　　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　 ７　　　　　　　　　　　　１
祭 を 行 う者 が あ る と き は 、 そ の 者 に 対 し て 、葬 祭 扶 助 を 行 う ご と が で き る と

二 さ れ て い る レ　　　　 ト　　　　　　　
．･　　　　　　 ＜　 ＼… …

（ ２ ）Ｔ請 求 人 は 被 葬 祭 者 の 相 対 的 扶 養 義 務 者 で あ る た め 、 以 下 の い ず れ に も 該 当

し な け れ ば 法 第 １ ８ 条 第 ２ 項 第 １ 号 の 扶 養 義 務 者 に は 該 当 七 な い ．

① 犬 現 に 被 葬 祭 者 又 は そ の 世 帯 に 属 す る 者T を 扶 養 し て い る 者　　　　 ノ

② ＼過 去 に 被 葬 祭 者 又 は そ の 世 帯 に 属 す る 者 か ら 扶 養 を 受 け る 等 特 別 の 事
■　　　　　　　 Ｉ　－　　　　　・　　　　　　　　　　　　　　　　●　　　　　　　　・

情 が ’あ り 、 か ｑ 、 扶 養 能 力 が あ る と 推 測 さ れ る 者　　 卜　　　 卜

請 求 人 か 扶 養 義 務 者 に 該 当 し な い 場 合 に は､ 法 第 １ ８ 条 第 ２ 項 第 １ 号 の 蟾

十 定 に よ る 葬 祭 扶 助 の 要 件 を 充 足 す る 可 能 性 が あ る ．　　　　 ニ　　　 ト

（ ３ ） 法 第 １ ８ 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 葬 祭 扶 助 は 、葬 祭 を 行 う者 が 最 低 生 活 を 維

持 分 き な い 者 で あ る こ と が 要 件 で あ り 、 要 否 判 定 に よ り 判 断 さ れ る ． 二 方 で

法 第1･8 条 第 ２ 項 第 １ 号 に よ る 耜 祭 狄 助 は 最 低 生 活 を 維 持 で き 名 か 否 か は

要 件 で は な い 。　ｙ　　　 卜　　　 ．･・･ ．．　　　　　　
．･･
．・　　 ・

．

．　　　　　　　　　　 ●　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　　　　ａ　　　　・
卜　

従 っ て 、要 否 判 定 の 結 果 が 否 で あ れ ば 法 第 １ ８ 条 第1 項 の 規 定 に よ る 葬 祭

扶 助 は 適 用 さ れ 々 い が 、同 じ 者 が 法 第1: ８ 条 第2 項 第 １ 号 め 規 定 に よ る 葬 祭 、

｀ 扶 助 の 要 件 を 充 足 す れ ば 葬 祭 扶 助 を 行 う こ と が で き る レ　　　　　 ’

（ ４ ） 処 分 庁 は 、 請 求 人 か ら の 申 請 に 対 し 、 法 第 Ｌ β 条 第 １ 項 の 規 定 に よ る 葬 祭
Ｉ　　　　　㎜　　　　　Ｉ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　・　　 ．　　　ｊ　　　　一

卜 扶 助 の 要 否 判 定 の 結 果 が 否 と な っ た と し て も 、法 第 １ ８ 条 第 ２ 項 第 １ 号 の 規･

定 に よ る 葬 祭 扶 助 の 要 件 が 充 足 さ れ て い る か 検 討 し 、そ り 結 果 に よ り判 断 ず

ぺ き で あ う た ．･･ ．．･･．　　　　 ・ ．　　　　　　　　　　　　　･･　　　　 ・ ．・

り

４

‐ｅ

・



づしかし、法第１８条第２項第↓ 号による葬祭扶助の要否の検討を行わない
まま本件処分をおこ々うており、'必要な検討を行わずに本件処分を行９た処
分庁の決定は不適当である。＼　　　　‥　　　　　　 ‥ ‥‥

;ES　結 丿論　 十　　　　　　 ………　＝　・　　　　　　　　つつ　　 二
以上のとおり、本件審査請求は理由`があると蒭め、行政不服審査法第４０条

第３項の規定を適用･し、｡主文のとおり裁決する。　　卜

平成２ﾌﾞ3年 ＼３月2 19 日

じ審 査 庁　 山 形 県 知 事

ノ　， ． ．　　　．．　　　 ’丶

吉村　美栄

゛･卜

よ ２／


